
窓口相談 個別企業訪問 セミナーの開催
電話・メール・来所
による相談

希望日に専門家が貴社を
訪問し課題解決に向けた
支援を行います。

各種研修会等に講師を
派遣します。

働き方改革
中小企業・小規模事業者の皆様を　　で　　　いたします。無料  ご支援

無料

厚生労働省 委託事業 (受託団体 全国社会保険労務士会連合会)

令和7年度　中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業（センター事業）

愛媛働き方改革推進支援センター
〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目5-7 別館1階

ehime@workstylereform.net

089-907-2206

平日 / 9：00～17：00

0120-005-262

※これらは相談事例の一部です。他の相談もOK！

□  時間外労働の上限規制（特に建設・運輸）
□  同一労働・同一賃金！（不合理な待遇差の解消）
□  人手不足解消に向けた人材の確保・定着
□  生産性向上による賃上げ
□  就業規則（36協定）
□  活用可能な助成金制度
□  年収の壁
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経営者・人事労務担当者の皆様
お悩みや課題は迷わずご相談ください。

E-mail
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ローソン

愛媛県美術館
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千舟町通り

三番町通り

当センター
別館 1 階

裏面は無料出張相談申込表になっております。FAXまたはE-mailでもお申込みいただけます。



愛媛働き方改革推進支援センター

〒790-0067 愛媛県松山市大手町 2 丁目 5-7　別館 1 階

無料相談　申込票
愛媛働き方改革推進支援センター　宛

FAX 089-907-2206E-mail の方は下記のアドレスにお送りください。

会社名
事務所名

業　種

住　所

従業員数
（正社員）

〒　　　　ｰ

氏　名 担当部署
・役職

電　話 FAX

E-mail @

相談希望日時

□  第 1 希望 　　月　　日　/　午前　　時から　・　午後　　時から

□  第 2 希望 　　月　　日　/　午前　　時から　・　午後　　時から

□  専門家と日程調整（専門家から電話します）

特に相談したい内容があればご記入ください。（専門家が資料を準備します。）

セミナーの
開催希望 無　・　有　（テーマをお書きください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご記入いただいた個人情報は当センターが厳重に管理し、この目的以外では使用しません。

申込日：　　　年　　月　　日（申込期限令和 8 年 3 月 6 日）

相談内容

（最大 2 つまで□
チェックして下さい）

□  時間外労働の上限規制

□  同一労働・同一賃金

□  年次有給休暇

□  給与体系・賃金規程

□  就業規則（36 協定）

□  生産性向上による賃上げ

□  人材確保・定着

□  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□  女性活躍

□  外国人の就労・受け入れ

□  テレワークの導入

□  IT 活用

□  高齢者の活用・再雇用

□  年収の壁

□  補助金・助成金

お問い合わせ先 ☎0120-005-262
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愛媛働き方改革推進支援センター　厚生労働省 委託事業

ehime@workstylereform.net


